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不妊を取り巻く環境の変化

• 配偶子提供

• 子宮移植、代理母出産

• 社会適応の卵子凍結

• がんなど治療のための配偶子凍結

• 着床前診断

• 着床前スクリーニング

• ゲノム編集、核置換など



＜女性不妊に対する治療＞
①タイミング指導、黄体補充療法など
②無排卵や多嚢胞性卵巣など排卵障害

に対する薬物療法（内服、注射）
③子宮・卵管等に原因が考えられる

場合に行う子宮鏡、腹腔鏡による
精査・加療

④卵管通過障害に対する通気・通水法
⑤卵管形成術

＜男性不妊に対する治療＞
①薬物療法（漢方等）
②手術療法（精索静脈瘤に対する結紮

術や閉塞性無精子症に対する精路再
建術等）

不妊治療について

Ⅰ 保険適用されている不妊治療 Ⅱ 保険適用されていない不妊治療

＜人工授精＞
○配偶者間人工授精（AIH）

精液を注入器を用いて直接子宮腔に注入するもの。
※一部の施設で非配偶者間人工授精（AID）も行われている

＜生殖補助医療 （ART）＞ ※特定治療支援事業の対象
○体外受精（IVF）・胚移植

本来生体内で行われる精子と卵子の受精を体外で行い、
受精卵（胚）を子宮内に移植するもの。

○顕微授精（ICSI）・胚移植
体外受精のうち、卵細胞質内に精子を注入するもの。

＜男性に対する治療＞ ※特定治療支援事業の対象
○顕微鏡下精巣内精子回収法（MD-TESE）

手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収する方法。 等

＜その他の治療＞
○第3者の精子を用いた体外受精・顕微授精
○第3者の卵子を用いた体外受精・顕微授精
○代理懐胎
○第3者から由来する胚を用いた胚移植
○未受精卵子の凍結（医学的・社会学的）
○子宮移植後の分娩例が報告された（Lancet,  2014 Oct(6))

平成27年2月作成（母子保健課）



国費で助成（不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象）

検査

原因の治療

人工授精（AIH）

体外受精

顕微授精

精子提供による
人工授精（AID）

夫婦間で行われる
人工授精など

精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る。主に、夫側の精液の異常、性交
障害等の場合に用いられる。比較的、安価。

採卵手術により排卵前に体内から取り出した卵子と精子の受精を体外で行う治療
のうち、卵子が入っている培養液に精子浮遊液を加えて受精するのを待つもの。女
性側の身体的負担が重い。主に、人工授精後や女性不妊の場合に用いられる。

採卵手術により排卵前に体内から取り出した卵子と精子の受精を体外で行う治療
のうち、人工的に（卵子に注射針等で精子を注入するなど）受精させるもの。女性
側の身体的負担が重い。主に、体外授精後に用いられる。

①男性不妊、②女性不妊、③原因が分からない機能性不妊に大別される。
診察所見、精子の所見、画像検査や血液検査等を用いて診断する。

卵子・胚提供

代理懐胎

倫理的にどこまで行ってもいいのか、対象者、親子関係、子どもの出自を知る権利、近親
婚の防止、対価の授受などの特有の課題

（H15厚労省の部会、H20日本学術会議で検討→法制化には至っていない）

保
険
適
用

男性不妊の治療

女性不妊の治療

不妊治療の流れ（概略図）

精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害など。
手術療法や薬物療法が行われる。（一部を除き保険適用）

子宮奇形や、感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、
ホルモンの異常による排卵障害や無月経など。手術療法や薬物療法が行われる。

機能性不妊や治療が奏功しないもの

※一部、原因が分からない機能性不妊に行われる場合あり

※学会は精子提供による人工授精は容認、卵子提供はルールを示していない。胚提供・代理懐胎は禁止。



体外受精の実施数・出生児数について

治療延べ件数（人） 出生児数(人) 累積出生児数（人）
１回の治療から

出生に至る確率（％）

新鮮胚（卵）を用いた治療 ９２，２６９ ５，０２５ １２０，５６５ ５．４５

凍結胚（卵）を用いた治療 １５７，２２９ ３６，５９５ ２１４，１９４ ２３．２８

顕微授精を用いた治療 １４４，２４７ ５，７０２ ９６，８６７ ３．９５

合 計 ３９３，７４５ ４７，３２２ ４３１，６２６ １２．０２

１．体外受精の実施数（平成26年）

資料）日本産科婦人科学会が集計した平成26年実績
（注：１回の治療から出生に至る確率は、体外受精を実施した患者について、「出生児数」を「治療のべ件数」で割った数値である。）

２．体外受精による出生児数の推移

年 体外受精出生児数（人） 総出生児数（人） 割合（％）

２００６年（H１８） １９，５８７ １，０９２，６７４ １．７９

２００７年（H１９） １９，５９５ １，０８９，８１８ １．８０

２００８年（H２０） ２１，７０４ １，０９１，１５６ １．９９

２００９年（H２１） ２６，６８０ １，０７０，０３５ ２．４９

２０１０年（H２２） ２８，９４５ １，０７１，３０４ ２．７０

２０１１年（H２３） ３２，４２６ １，０５０，８０６ ３．０９

２０１２年（H２４） ３７，９５３ １，０３７，２３１ ３．６６

２０１３年（H２５） ４２，５５４ １，０２９，８１６ ４．１３

２０１4年（H２６） ４７，３２２ １，００３，５３９ ４．７１

（注：体外受精出生児数は、新鮮胚（卵）を用いた治療数、凍結胚（卵）を用いた治療数及び顕微授精を用いた治療数の合計（日本
産科婦人科学会の集計による）。総出生児数は、人口動態統計による。



不妊に悩む方への特定治療支援事業について

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部
を助成

○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上
の婚姻をしている夫婦（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算
６回まで、４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成

（凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、１回７.５万円）

②男性不妊治療を行った場合は１５万円（精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術）

○ 所得制限 ７３０万円（夫婦合算の所得ベース）

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）
○ 予算額 平成２８年度 １５８億円

平成１６年度創設 支給期間２年間として制度開始
平成１８年度 支給期間２年間を５年間に延長
平成１９年度 給付金額を1年度あたり１回１０万円、２回までに増額、

所得制限額を（６５０万円 → ７３０万円）引き上げ
平成２１年度補正 給付額１０万円→１５万円
平成２２年度 給付額１５万円を継続
平成２３年度 １年度目を年３回に拡充
平成２５年度 凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の給付額を見直し（15万円→7.5万円）
平成２６年度 通算助成回数は治療期間初日の妻の年齢が４０歳未満の場合は６回まで助成
平成２５年度補正 一部助成対象範囲を見直し、安心こども基金により実施
平成２７年度 安心こども基金による実施を廃止し、当初予算に計上
平成２７年度補正 初回治療の助成額を１５万→３０万円

男性不妊治療を行った場合、１５万円を助成
平成２８年度 妻の年齢が４３歳以上の場合助成対象外。通算助成回数は治療期間初日

の妻の年齢が４０歳以上４３歳未満の場合は３回まで助成

平成１６年度 １７，６５７件
平成１７年度 ２５，９８７件
平成１８年度 ３１，０４８件
平成１９年度 ６０，５３６件
平成２０年度 ７２，０２９件
平成２１年度 ８４，３９５件
平成２２年度 ９６，４５８件
平成２３年度 １１２，６４２件
平成２４年度 １３４，９４３件
平成２５年度 １４８，６５９件
平成２６年度 １５２，３２０件

１．事業の概要

２．沿 革 ３．支給実績



【趣旨】

○ 近年、結婚年齢の上昇や晩産化等に伴い、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受ける者の年齢の上昇が指摘されている。
○ 特定不妊治療は高額であるため、患者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、平成16年度以降、その費用の一部を助

成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を実施。この事業による助成件数は年々増加。

○ こうした状況を踏まえ、年齢と出産率・出産リスクの関係についての普及啓発を推進するとともに、特定治療支援事業をより安
心・安全・適切に運用するため、当該事業等の今後のあり方について検討する。

不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会

【委員：合計１４名】

・石原 理 （埼玉医科大学産科婦人科教授）
・今村 定臣 （日本医師会常任理事）
・小崎 里華 （国立成育医療研究センター器官病態系内科部遺伝診療科医長）
・齊藤 英和 （国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科医長）
・島崎 謙治 （政策研究大学院大学教授）
・鈴木 良子 （フィンレージの会スタッフ）
・鶴田 憲一 （静岡県理事（医療衛生担当））
・平山 史朗 （東京HARTクリニック臨床心理士、生殖心理カウンセラー、日本生殖医療心

理カウンセリング学会副理事長）
・松本 亜樹子 （NPO法人Fine理事長）
・見尾 保幸 （JISART理事長、ミオ・ファティリティ・クリニック院長）
・村上 貴美子 （蔵本ウイメンズクリニック看護師長、不妊症看護認定看護師）
・森 明子 （聖路加看護大学母性看護・助産学研究室教授、日本生殖看護学会理事）
・柳田 薫 （国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター教授）
◎吉村 泰典 （慶應義塾大学医学部産婦人科教授、日本生殖医学会教授）

【検討スケジュール】

○第１回（平成２５年５月２日（木））
・不妊治療をめぐる現状 など

○第２回（平成２５年５月２７日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第３回（平成２５年６月２８日（金））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第４回（平成２５年７月２９日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○第５回（平成２５年８月１９日（月））
・特定治療支援事業等のあり方について検討

○報告書とりまとめ（平成２５年８月２３日（金））

・「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討
会」報告書

* このほか、議論のたたき台を作成するワーキンググループ（作業

チーム）（非公開）を４回開催。メンバーは石原委員、齊藤委員、森
委員、柳田委員。

１．妊娠や不妊等に関する知識の普及啓発、相談・支援の充実
２．特定治療支援事業の助成対象範囲や給付水準
３．実施医療機関の人員要件や安全管理体制、実施医療機関の情報の取扱い等

論点



不 育 症

１．定義
２回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある場合をいう

・反復流産：２回以上の流産の繰り返し、習慣流産：３回以上の流産の繰り返し

２．頻度
年間３万人が発症

３．リスク因子別治療法
①子宮形態異常（７．８％） → 手術療法又は経過観察
②甲状腺異常（６．８％） → 薬物療法
③染色体異常（４．６％） → 経過観察
④抗リン脂質抗体症候群（１０．２％） → 学会ガイドラインでは、低用量アスピリンとヘパリン製剤の

併用で改善が期待できるとしている
⑤第XII因子欠乏（７．２％）
⑥Protein S欠乏（７．４％） →
⑦Protein C欠乏（０．２％）
⑧原因不明（６５．３％） → 経過観察

（うち抗ＰＥ抗体陽性２２．６％）

※ 出典：厚生労働科学研究「不育症に関する再評価と新たなる治療法の開発に関する研究」
（研究代表者：齋藤滋富山大学大学院教授）

低用量アスピリン単独又はヘパリン製剤の併用の効果は
十分確認されていない

原因不明例の大半は胎児染色体異常を繰り
返した偶発的流産



「不育症」に対する支援

○流産は、妊娠の約１０～２０％に起こるが、その大半は胎児の染色体異常による偶発的流産とされている。
○２回以上の流産、死産を繰り返す、いわゆる「不育症」については、夫婦の染色体異常や凝固異常などのリスク因子が認められる
ことがあるが、中には、偶然、流産等を繰り返しただけで異常がない場合もあり、また、原因が分からない場合も少なくない。

○そのため、不育症に悩む方に対して、正確な情報を提供するとともに、流産や死産を繰り返す苦しみ等に対する心理的な相談や
不育症に関する医学的な相談等を行っていくことが必要である。

不育症相談窓口（不妊専門相談センター内に設置）平成２４年度創設

○ 対象者： 習慣流産等（いわゆる不育症）で悩む者を対象

○ 事業内容： 不育症に関する相談対応、不育症治療に関する普及啓発及び研修、その他不育症相談に必要な事項

○ 実施担当者： 不育症支援に関する専門的知識を有する医師、その他保健、心理に関して知識を有する者等

○ 実施場所： 医療機関、保健所等において実施（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国６１ヵ所（平成２８年７月１日時点） ※自治体単独も含む ４２都道府県、札幌市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市

相模原市、名古屋市、京都市、堺市、北九州市、川越市、越谷市、横須賀市、長野市、豊田市、大津市、和歌山市、下関市、宮崎市

（参考１）不育症相談対応マニュアルの作成
・不育症の多くは、胎児の染色体異常による偶発的流産であり、相談対応が重要とされていることから、平成２３年度厚生労
働科学研究において、「反復・習慣流産（いわゆる「不育症」）の相談対応マニュアル」を作成し自治体に配布。

（参考２）ヘパリンカルシウム製剤の在宅自己注射の保険適用について
・流産の原因となる血栓症や塞栓症に対する治療及び予防のために行う在宅自己注射に用いるヘパリンカルシウム製剤は、平
成２３年１２月２８日厚生労働省告示４８３号により平成２４年１月１日から保険適用とされた。

・関係学会より、「ヘパリン在宅自己注射療法の適応と指針」を公表
（http://www.jsognh.jp/common/files/society/demanding_paper_07.pdf）

（参考３）不育症に関する研究等
・「抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の治療及び予後に関する研究」（平成25～27年度、研究代表者：国立成育医療研究センター村島温
子）･･･現状と課題に関する最新の情報収集や研究・検討を行い、抗リン脂質抗体症候群の妊娠管理の手引を作成。

・成育疾患克服等総合研究事業において、「不育症の原因解明、予防、治療に関する研究」（平成28～30年度、研究代表者：富山大学大
学院医学薬学研究部 斎藤滋）を実施予定。

・平成27年度から、全国の不妊専門相談センターの相談員等による適切な相談指導が行われるよう、厚生労働省主催で「不妊・不育相談
支援研修」を実施。（平成27年度は全国２か所（東京・大阪）で実施）



生殖補助医療に関する検討経緯

日本学術会議による報告書（平成２０年４月８日）
・代理懐胎は原則禁止
・親子関係については、代理懐胎者を母とする。
・代理懐胎の法規制については、国会が作る法律によるべき。
（卵子提供など議論が尽くされていない課題については、日本学術会議で引き続き検討する。）

H19.1～H20.3 生殖補助医療の在り方検討委員会（日本学術会議において開催）

H18.11.30 法務大臣及び厚生労働大臣両名により、日本学術会議に、
生殖補助医療に関する検討を依頼

【H18～】
・ 日本人夫妻の代理懐胎による子の出生届の受理をめぐる裁判

「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」
→○卵子等の提供を受けることができるのは、子を欲しながら不妊症のために子を持つことが

できない法律上の夫婦に限る。
○提供された卵子等による体外受精等は、その施術でなければ妊娠できない夫婦に限って
容認する。

○卵子等を提供する場合には匿名。兄弟姉妹等からの提供は、当分の間認めない。

H13.7～H15.4 厚生科学審議会生殖補助医療部会



平成15年生殖補助医療部会報告書で整理した主な事項
○精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療を受けることができる者の条件
・受けることができる者の共通の条件について、「子を欲しながら不妊症のために子を持つことができ

ない法律上の夫婦に限る」とするとともに、施術別の適用条件を示した（代理懐胎については禁止）。
※ 胚提供及び代理懐胎については、日本産科婦人科学会が、会員を対象とした会告で実施を禁止。
卵子提供に関する会告はない。精子提供による人工授精については容認(学会への登録・報告を求めている）。

※ 平成20年日本学術会議報告書では、代理懐胎について、原則禁止（ただし、絶対的適用（いわゆる子宮を持たない女性）に限り、
厳重な管理の下で試行的実施を認める）としている。

○精子・卵子・胚の提供を行うことができる者の条件
・提供者について年齢の上限等(※)や採卵回数の上限（３回）を示すとともに、ある提供精子等により

生まれた子が10人に達した場合、以後、当該精子等を使用しない（近親婚の防止）こと等を示した。
※ 精子提供者：満55歳未満の成人、卵子提供者：既に子のいる満35歳未満の成人

○提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件
・対価（実費相当分、医療費を除く。）の授受を禁止する。
・提供は匿名とするとともに、生まれた子の出自を知る権利（親を知る権利）を認め、15歳以上に
なれば、提供者に関する情報を開示請求できる。

・提供精子等による生殖補助医療により生まれた子は、近親婚とならないことの確認を公的管理運営
機関に求めることができる。

・提供者が死亡した時は精子等を廃棄する。

○実施医療施設、提供医療施設

・ 実施医療施設等の指定制度・指導監督、施設への倫理委員会の設置が必要と示した。

○公的管理運営機関の業務

・出自を知る権利に関する情報開示業務、精子・卵子・胚のコーディネーション・マッチング業務等。

○その他 （インフォームドコンセントやカウンセリングの重要性、罰則による規制等）



日本学術会議の報告書について
（平成２０年４月８日 生殖補助医療の在り方検討委員会報告書）

医療の範疇のみにとどまらない、倫理的、法的、社会的に重大な問題である代理懐胎問題の政策決定までも、行政に委ねる
ことは適当ではない。代理懐胎を規制するなら、国民の代表機関である国会が作る法律によるべきであると考えられる。

（１）代理懐胎実施の適否について
・ 代理懐胎については、法律による規制が必要であり、それに基づき、当面、代理懐胎は原則禁止とすることが望ましい。
・ 営利目的で行われる代理懐胎は、処罰することとし、その対象は、施行医、斡旋者、依頼者とする。

（２）代理懐胎の試行的実施について
・ 対象を絶対的適用の例（いわゆる子宮を持たない女性）に限り、厳重な管理の下に試行（臨床試験）として行う。
・ 試行に当たっては登録、追跡調査、評価などの業務を行う公的運営機関を設立するべき。一定期間経過後に医学的安

全性や倫理的妥当性などについて検証し、容認若しくは試行の中止を決定する。

（３）親子関係について
・ 親子関係については、代理懐胎者（分娩者のことをいう。）を母とする。
・ 代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については、養子又は特別養子縁組によって親子関係を定立する。

（４）その他
・ 出自を知る権利については、長年実施されてきたAIDの場合などについて十分に検討した上で判断するべきであり、今

後の重要な検討課題である。
・ 卵子提供の場合や夫の死後凍結精子による懐胎など議論が尽くされていない課題があり、これについては、引き続き

検討する。

結 論

法律による規制



相談事例（１）

• どうあきらめたらいいのか

• 44歳 8年の治療歴あり

• クライエントの発言



相談事例（２）

• 精神的な問題を抱えている



相談事例（３）

• 男性不妊（AIDを含めて）について



相談事例（４）

• 仕事と治療の両立について


